
Urban Planning division

海老名都市計画土地区画整理事業
（中新田丸田地区土地区画整理事業）の変更［諮問］

令和７年２月２１日(金)
令和６年度第４回都市計画審議会

資料１－１

告示番号 案 件

(1) 県告示 第222号 海老名都市計画 区域区分の変更

(2) 市告示 第54号 海老名都市計画 用途地域の変更

(3) 市告示 第55号 海老名都市計画 防火・準防火地域の変更

(4) 市告示 第56号 海老名都市計画 地区計画の決定

(5) 市告示 第57号 海老名都市計画 地区計画の変更（廃止）

(6) 市告示 第58号 海老名都市計画 土地区画整理事業の決定

(7) 市告示 第59号 海老名都市計画 下水道の変更

(8) 市告示 第60号 海老名都市計画 公園の変更

１ 都市計画の概要
本区域に係る都市計画の決定及び変更について
令和６年３月29日 「市役所周辺地区」が市街化区域に編入
以下のとおり都市計画を決定及び変更

1



2

１ 都市計画の概要
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本区域に係る都市計画の決定及び変更について

・市街化区域に編入（区域区分の変更）
約39.4ヘクタール
・用途地域の変更
・防火・準防火地域の変更
・市役所周辺地区地区計画の決定
・河原口相沢地区地区計画の変更（廃止）
・中新田丸田地区土地区画整理事業の決定
・下水道の変更
・近隣公園の決定
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２ 都市計画変更の内容
案内図・位置図

0 200 500
中新田丸田地区土地区画整理事業

（約6.6ヘクタール）

市役所市役所



２ 都市計画変更の内容（計画書）
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名 称 中新田丸田地区土地区画整理事業

面 積 約6.7ha

公
共
施
設
の
配
置

道 路
土地利用及び街区構成を考慮し、自動車交通の利便性と歩

行者交通の安全性を確保するため、区画道路等を適正に配置
する。

公園及び緑地
種 別 名 称 これらについては、別に

都市計画において定め
るとおりとする。近隣公園 ３・３・５号

中新田近隣公園

その他の公共施設
下水道 第１号海老名公共下水道
上下水道や雨水貯留浸透施設等の供給処理施設を計画的に

整備する。

宅地の整備
都市交流拠点である海老名駅周辺の中心市街地に隣接してい

る立地特性を活かし、都市機能の集積を促進し、コンパクトでまと
まりのある良好な住宅市街地を形成する。

海老名都市計画土地区画整理事業の変更（海老名市決定）
都市計画中新田丸田地区土地区画整理事業を次のように変更する。

理 由 書
＜前 略＞

海老名市役所周辺地区のうち本区域については「海老名市都市マスタープ
ラン」において、「土地区画整理事業等の導入により新市街地を形成する」こ
ととしており、これにより「周辺の土地利用状況に応じて、中心市街地を補完
する機能、公共公益機能及び居住機能を集積させるとともに、地域特性を活
かした複合的な新市街地の形成を図る」としています。
こうした中、令和６年３月に本地区を市街化区域に編入するとともに、中新
田丸田地区土地区画整理事業の都市計画決定を行い、組合施行による
土地区画整理事業が進められています。

この度、本区域内に整備する公園等の利用に資するため、土地区画整理
事業施行区域に隣接する水路を改修し、上部を歩行者空間として整備する
ことについて、公共施設管理者と土地区画整理組合との協議が整ったことか
ら、本案のとおり土地区画整理事業を変更するものです。

２ 都市計画変更の内容（理由書）
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２ 都市計画変更の内容（計画図）
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水路上部を土地区画整理事業区域に加え、区域面積を拡大
約6.6ヘクタール➤約6.7ヘクタール に変更

２ 都市計画変更の内容

②

①①

②

7



３ これまでの経過と今後のスケジュール
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令和６年 ８月〜 神奈川県等関係機関との事前相談

令和６年11月 中新田丸田地区土地区画整理組合総会
（施行者として事業計画変更を議決（区域変更了承））

令和６年12月06日
〜12月25日 神奈川県との法定協議

令和７年 １月20日
〜 ２月03日

法定縦覧
場所︓海老名市役所４階 都市計画課
（縦覧者数 ２名、意見書提出 ０通）

令和７年 ２月21日 海老名市都市計画審議会（諮問）

令和７年 ３月 海老名都市計画土地区画整理事業の変更告示
（中新田丸田地区土地区画整理事業）

令和７年 ３月 告示内容の縦覧



資料２ 

 

 

 

海老名市土地の埋立て等の規制に関する条例等の廃止について 

 

１ 概要 

 令和３年７月、熱海市において大雨による大規模

な土石流が発生した事故を受け、全国的に盛土・切土

の規制を求める声が高まり、令和５年５月に盛土規

制法（宅地造成および特定盛土等規制法）が施行され

た。 

これに伴って、神奈川県が同法に基づく規制に関

する区域指定を行い、海老名市内における 500 ㎡以

上の土地の埋め立て等については、神奈川県の許可

が必要となる見込みとなった。 

県による区域指定が令和７年４月１日予定となったこ

とから、市条例と県条例の許可範囲が重複することになる

ため、当市条例の廃止を行う。 
 

２ 規制の概要 

 

３ 条例廃止予定日 

 令和７年４月１日（予定） 

 

４ スケジュール 

・令和 6年 10 月 22 日 最高経営会議 

・令和 6年 12 月    議会（第４回定例会） 

・令和 6年 12 月 2 日  廃止条例公布 

・令和 7年 4 月 1 日    廃止条例施行 

（海老名市全域） 

500 ㎡ 2,000 ㎡ 

市許可※ 県許可 

県許可 

現在 

R7.4.1 

以降 

（静岡県熱海市 死者 28 名、住宅倒壊 96棟） 

令和 7 年 2 月 21 日 

都市計画審議会資料 

経済環境部環境政策課 


